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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
引出し壁（２ａ、４ａ、６）または引出底部（１１）の中に組み込まれた少なくとも１つ
の充電可能の蓄電体に電気的エネルギーを伝送するための装置（１２ａ、１２ｂ、１２ａ
′、１２ｂ′）を備えたことを特徴とする、家具本体の中で引出可能に支承可能である家
具引出。
【請求項２】
少なくとも１つの充電可能の蓄電体が充電可能のバッテリー（３）である、請求項１記載
の家具引出。
【請求項３】
少なくとも１つの充電可能の蓄電体がコンデンサ（３２）である、請求項１または２記載
の家具引出。
【請求項４】
電気的エネルギーを供給するための装置（１２ａ、１２ｂ、１２ａ′、１２ｂ′）が、引
出し壁（２ａ、４ａ、６）または引出底部（１１）の中に組み込まれて再充電可能の蓄電
体への電気的エネルギー伝送が閉じた引出し（２）で行われるように、家具本体（１）と
家具引出（２）との間に電気的ケーブルを回避して形成された、請求項１ないし３のいず
れか１項記載の家具引出。
【請求項５】
電気的エネルギーを供給するための装置（１２ａ、１２ｂ、１２ａ′、１２ｂ′）が、少
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なくとも１つの好ましくは引出後壁（２）に配設された無接触式中継器（１２ａ、１２ｂ
）、好ましくは誘導結合器、または差込コンタクト（１２ａ′、１２ｂ′）を有する、請
求項４記載の家具引出。
【請求項６】
家庭用機器の充電可能のバッテリーが保持具（２０）を介して充電可能である充電可能の
バッテリーを具備した器具（１９）、好ましくは家庭用機器のための、引出しの中もしく
はその横に配設された少なくとも１つの保持具（２０）において、電気的エネルギーを供
給するための装置（１２ａ、１２ｂ、１２ａ′、１２ｂ′）が、好ましくは引出後壁（２
）に配設された少なくとも１つの無接触式中継器（１２ａ、１２ｂ）、好ましくは誘導結
合器、または差込コンタクト（１２ａ′、１２ｂ′）を有することによって、引出し（２
）を閉じたときにのみ引出し壁（２ａ、４ａ、６）または引出底部（１１）の中に組み込
まれた充電可能の蓄電体に電気的エネルギー伝送が行われるように、家具本体（１）と家
具引出（２）との間に電気的ケーブルを回避して電気的エネルギーを供給するための装置
（１２ａ、１２ｂ、１２ａ′、１２ｂ′）が形成されていることを特徴とする、家具本体
の中で引出可能に支承されている家具引出。
【請求項７】
家具引出の中もしくはその横に少なくとも１つの電気的消費体（５、１９、２４）、好ま
しくは光源（５）または家具引出（２）用の駆動モータ（２４）が固定されている、特に
請求項１ないし６のいずれか１項記載の家具引出。
【請求項８】
光源（群）（５）が一部透明に形成された引出壁（２ａ、４ａ、６）の中もしくはその横
に配設された、請求項７記載の家具引出。
【請求項９】
少なくとも１つの光源（５）が低電圧蛍光管として形成された、請求項７または８記載の
家具引出。
【請求項１０】
少なくとも１つの光源（５）が発光ダイオード（ＬＥＤ）として形成された、請求項７な
いし９のいずれか１項記載の家具引出。
【請求項１１】
家具引出が引出し（２）の中もしくはその横に配設された消費体（５、１９、２４）もし
くは充電可能の蓄電体に供給するためにフロントパネル（２ａ）に少なくとも１つの太陽
電池（１５）を有する、特に請求項１ないし１０のいずれか１項記載の家具引出。
【請求項１２】
家具本体（１）に少なくとも１つの太陽電池（７）が引出し（２）の中にもしくはその横
に配設された消費体（５、１９、２４）もしくは充電可能の蓄電体のために配設された、
特に請求項１ないし１０記載の少なくとも１つの、引出可能の家具引出を備えた家具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、家具本体の中で引出可能に支承可能の家具引出と、少なくとも１つの引出可能
の家具引出を備えた家具とに関する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
本発明は、家具本体から引出しまでの電気ケーブルの形態で常設させる回線を避けること
ができる家具引出を提供することを目的とする。
【０００３】
【課題を解決するための手段】
本発明の家具引出は、家具本体から引出しまでの電気ケーブルの形態で常設させる回線を
避けるために、引出しの中にもしくは横に配設された少なくとも１つの蓄電体に電気的エ
ネルギーを伝送するための装置を設けたことを特徴とする。
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【０００４】
前記のような充電可能の蓄電体を用いて、引出しのためにもしくはその中に内臓する電気
的機器、好ましくは家庭用機器のために自動的に供給エネルギーを準備することが可能で
あり、好ましくは引出しを閉めたときにのみ充電可能の蓄電体の充電のために電気的エネ
ルギーの伝送が行われる。次いで引出しを引き出したときは、充電された蓄電体が例えば
ランプまたは駆動モータのような電気的消費体に供給し、もしくは引出しの中にある引出
しを閉じたときに充電する家庭用機器を取り出すことができる。
【０００５】
前記のような電気的エネルギーを伝送するための装置を実現するために、好ましくは引出
後壁に無接触式中継器、好ましくは誘導結合器または差込コンタクトを設けており、これ
が引出しを閉じたとき自動的に本体側と接触する。電源供給は、例えば通常用いる交流電
力網から引出しの領域で人間に危険性のない低電圧領域を好ましくは２５ボルト以下で発
生する変圧器を介して行われる。
【０００６】
上記の電気的誘導中継器は、例えば電気歯ブラシにおいてすでに自体公知であり、そのた
め詳しく説明する必要がない。
【０００７】
充電可能の蓄電体は、スペース上有利に引出壁部もしくは引出底部に組込みもしくは内臓
することができる。
【０００８】
しかしまた、電流伝送のために常法による金属製の案内レールを引出しの中に使用するこ
とも可能であり、その場合は有利に電源に接続された本体側の案内レールを引出し側の案
内レールに接続するために、摺動コンタクトを設けている。
【０００９】
前記のような電気的案内レールを使用する場合、ケーブルを回避することができる。この
場合は各位置で引出しの中へ連続的な電力供給が可能になるため、本発明のこの変形体に
おいては再充電可能の蓄電体も基本的に不要である。
【００１０】
むしろ、例えばランプまたはモータのような電気的消費体は常時直接供給することもでき
る。もちろん、前記のような電化された案内レールを介して蓄電池を有する引出しの内部
の家庭用機器も充電することができる。
【００１１】
本発明の特に好ましい実施例は、少なくとも１つの光源が発光ダイオード（ＬＥＤ）とし
て形成されていることによって生じる。発光ダイオードは低電力消費量で良好な発光効率
をもつコンパクトな構造方式を兼ね備えている。
【００１２】
通常の電力網から供給するほかに、本発明の別の変形体に従って、引出しもしくは家具本
体に太陽電池を設けることも考慮している。前記のような太陽電池を介してコスト的に有
利に、特に電力網に接続する必要性なしに引出しの中のもしくは横の電気的消費体の電力
供給が可能であり、好ましくは太陽電池と対応する充電調節器とを介して充電される再充
電可能の蓄電体が設けられている。
【００１３】
本発明の特に好ましい実施形態は、少なくとも１つの蓄電体が充電可能のバッテリーであ
ることによって生じる。前記のような充電可能のバッテリーは多数の種々の実施形態で得
られるため、予想される電力消費量と提供されるスペースとに依存して好適に充電可能の
バッテリーを選ぶことができる。
【００１４】
本発明の別の好ましい実施形態は、少なくとも１つの充電可能の蓄電体がコンデンサであ
ることによって生じる。長期の利用後でも、例えば蓄電池の場合と異なり蓄電能力が低下
するメモリ効果が発生しないので、コンデンサの場合ほぼ記憶能力の減少は認められない
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。
【００１５】
【発明の実施の形態】
本発明のその他の長所および詳細は以下の図説明を利用してより詳しく説明する。図１は
、一実施例における本発明に従って形成された引出しを備えた本発明に係わる家具本体で
ある。図２ａ、２ｂ、および２ｃは、押込んだ家具引出の水平平面図と引出した家具引出
における水平平面図の概略垂直部における本発明に係わる家具引出の一実施例である。図
３ａ、３ｂおよび３ｃは、平面図およびフロントパネルの正面図の概略垂直部における太
陽電池供給部を備えたもう１つの実施例である。図４ａおよび４ｂは、内臓された照明を
備えた本発明に係わる家具引出のもう１つの実施例であり、図４ｂは図４ａ記載の取付枠
具の断面図である。図５は、その場合に再充電可能の蓄電池を有する支承された家庭用機
器を備えた本発明に係わる家具引出の一実施例である。図６ａ、６ｂおよび６ｃは、垂直
縦断面図、平面図およびフロントパネルの正面図における再充電可能の家庭用機器を収容
するための太陽電池および保持具を備えた本発明に係わる家具引出のもう１つの実施例で
ある。図７は、電気的駆動モータを備えた本発明に係わる家具引出の一実施例である。図
８は、電気的供給が案内レールを介して行われる部分断面図における本発明に係わる家具
引出の一実施例である。図９ａ、９ｂおよび９ｃは、押込んだ家具引出における水平平面
図と引出した家具引出における水平平面図の概略垂直部における本発明に係わる家具引出
の一実施例である。
【００１６】
図１に示した家具本体１は、それぞれ後壁の中に再充電可能の蓄電池（再充電可能のバッ
テリー）を有する４つの引出可能の引出し２を有する。引出側壁（引出枠部４）の中に概
略的に図示した照明５（実際上例えば長尺の蛍光管）を設けており、これが透明の部分を
介して引出しの内部を照明する。このランプ５の電源は再充電可能のバッテリー３から行
われ、前記バッテリーは、すでに述べたように、引出後壁６の中に内臓されている。この
再充電可能のバッテリー３を充電するために、引出しを閉じたときに、以下さらに詳しく
説明する電気的エネルギーを伝送するための装置が設けられている。このエネルギーは、
例えば太陽電池７から家具本体の上側でまたはプラグ８、変圧器９および回線１０を介し
て通常の電力網から取り出すことができる。
【００１７】
家具本体の内部ならびに再充電可能のバッテリーとランプ５との間の回線は、詳しく図示
しない。前記回線は、スペース的に有利に、好ましくは見えないように敷設することがで
きる。引出しを引出した場合にのみ照明を入れるスイッチも、詳しく図示しない。前記ス
イッチは、例えば引出後壁に固定し、冷蔵庫扉を開く場合と同様にして照明を入れること
ができる。太陽電池７もしくは公共の電力網を介した供給は、別法としてまたは同時に設
けることができ、詳しく図示しない。電子部品が太陽電池の光が不足する場合に公共の電
力網を利用する。それによりエネルギーを節約することができる。しかしまた低電力消費
量体の場合は太陽電池単独でも充分とすることができる。
【００１８】
図２ａ、２ｂおよび２ｃに図示した実施例において、再充電可能のバッテリー３は引出底
部１１の中に内臓されている。電気的エネルギーを伝送するための装置は、この場合に２
分割型に形成した誘導結合器１２ａ、１２ｂからなり、これは引出しを閉めたときに電気
的エネルギー伝送を可能にし、それによって回線１３を介して蓄電池に充電することがで
きる。外部からの電力供給は、回線１０を介して、例えば公共の電力網から、変圧器を介
してまたは太陽電池から行われる。誘導結合器自体は無接触式の電気的伝送を可能にし、
すでに述べたように、例えば電気歯ブラシですでに知られている。前記結合器は、引出し
を何度開閉しても全く摩耗が少ない。図２のように引出しを引出したときは、引出しが回
線１０から分離される。ここに詳しく図示しない消費体、例えばランプ、駆動モータ等々
の電力供給は、その場合に充電された蓄電池３を介して行われる。
【００１９】
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図３ａ、３ｂおよび３ｃに図示した実施例において、同様に引出しの底部１１に、太陽電
池パネル１５の充電調節器１４を介して引出しのフロントパネル２ａで充電可能である蓄
電池３が設けられている。
【００２０】
図４ａおよび４ｂに図示した実施例において、取付枠部４ａ′の中に長尺の蛍光管５が組
み込まれており、取付枠部の壁１６は、少なくとも引出しの内側で、引出しの内部空間を
照明できるようにするため透明に形成してよい。壁１６は穿孔されており、その穿孔部分
を介して結合されており、上部領域には例えばアルミニウム製の保持部が設けられており
、これが通常の引出しレール１８の中へ掛釣可能である。全体の取付枠部４ａ′は本来の
引出枠部４ａに載置可能であり、上部がレール１８で保持される。
【００２１】
図４ａおよび４ｂの実施例において、簡略にするために電気的回線、再充電可能の蓄電体
ならびに場合によって設けられるスイッチは図示していない。しかしまた、別法として連
続的な電力供給は案内レールを介して行ってもよく、これは以下さらに図８を利用して説
明する。
【００２２】
図５に図示した実施例において、再充電可能の蓄電体はバッテリーの形態で家庭用機器１
９の中に配設されており、これは引出し２の中に収容することができる。家庭用機器の中
の前記の再充電可能のバッテリーの充電は、引出しを閉じたとき誘導結合器１２ａ、１２
ｂと保持具２０とを介して行われ、これらは差込コンタクトまたは同様に誘導結合器のい
ずれかとしてよい。引出しを引出したときは、そこで家庭用機器１９を簡単に取り出すこ
とができる。
【００２３】
図６ａ、６ｂおよび６ｃは、保持具２０のための別法の電力供給、すなわち太陽電池パネ
ル１５を介した、充電調節器１４および保持具２０への回線２１である。家庭用機器はこ
の図示においてまさに取り出されている。
【００２４】
図７は、電気的エネルギーを伝送するための装置が家具本体１から引出し２へ機械的な差
込コンタクト１２ａ′、１２ｂ′を介して行う実施例であり、これは引出しを閉じたとき
自動的に電気的コンタクトを構築する。家具後壁６の中には、さらに再充電可能の蓄電体
が充電可能のバッテリー３の形態で内臓されており、これはスイッチ２２および回線２３
を介して引出しの底部１１で電気的駆動モータ２４に供給する。前記駆動モータは、本体
側のレールの歯付棒２６に係合し、それによって引出しの駆動を可能にするピニオン２５
を担持する。本体側の案内レール２７と引出し側の案内レール２８との間の通常の走行ロ
ーラもしくは滑動体は、簡略にするため図示しない。これらは今日の工業規格に相当する
。つまり図７に図示した実施例において、自走式に自体駆動される引出しは駆動モータ２
４の電力供給の邪魔になる可動ケーブルなしに得られる。
【００２５】
図８に図示した実施例において、本体側に固定した案内レール２７は位置２９で供給回線
１０（正極）と電気的に接触する。引出し２から底部１１および側壁４ａが片側に図示さ
れている。引出しと接続されて、引出し側の案内レール２８、大幅に概略的に図示したロ
ーラ、ころ軸受またはすべり軸受３０は引出しレール２７に対して引出可能である。ここ
で常時接触している本体側の案内レール２７と引出し側の案内レール２８との間の電気的
コンタクトを構築するために、摺動コンタクト３１を設けてあり、これが各引出し位置で
特に引出しを閉じている場合にも、引出しの内部とのコンタクトを構築する。接触点２９
′とケーブル２１を介して再充電可能のバッテリー３を充電することができる。これは、
もちろんスペース的に有利に引出底部１１の中に内臓してもよい。別の極は、回線２１′
を介して、右側のここに図示しない類似のシステムを介して案内レールに常時接触してい
る。このようなシステムにおいては、もちろんその場合に各引出し位置で引出しにもしく
はその中にまたはその横に取付けられた消費体の電気的供給を保証することを可能にする
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ため、再充電可能の蓄電体を省くこともできる。
【００２６】
図９ａ、９ｂおよび９ｃに図示した実施例は、再充電可能のバッテリー３の代わりに５つ
の好ましくは並列に接続したコンデンサ３２の配列を引出底部１１の中に内臓したことに
よって、図２ａ、２ｂおよび２ｃに図示した実施例から区別されている。例えば市販され
ている典型的にセンチメートル範囲の寸法とそれぞれのオーダーに応じて５０～５００μ
Ｆの容量とを有するコンデンサを使用してよい。これらは、例えば典型的な引出しの開時
間にわたり光源を駆動するために充分である。
【００２７】
【発明の効果】
本発明の家具引出は、上記構成を採ったことにより、家具本体から引出しまでの電気ケー
ブルの形態で常設させる回線を避けることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の引出しを備えた家具本体を示す斜視図である。
【図２】本発明の家具引出の一実施例を示し、２ａは押込んだ家具引出の縦断面図であり
、２ｂは押込んだ家具引出の水平平面図であり、２ｃは引出した家具引出の水平平面図で
ある。
【図３】本発明の家具引出の別の実施例を示し、３ａは家具引出の縦断面図であり、３ｂ
はその平面図、３ｃはフロントパネルの正面図である。
【図４】本発明の家具引出のさらに別の実施例を示し、４ａは内臓された照明を備えた家
具引出の斜視図であり、４ｂは、その取付枠具の拡大断面図である。
【図５】図５は再充電可能の蓄電池を有する支承された家庭用機器を備えた家具引出の拡
大平面図である。
【図６】再充電可能の家庭用機器を収容するための太陽電池および保持具を備えた家具引
出を示し、６ａはその縦断面図、６ｂはその平面図、６ｃはフロントパネルの正面図であ
る。
【図７】図７は電気的駆動モータを備えた本発明に係わる家具引出の縦断面図である。
【図８】図８は電気的供給が案内レールを介して行われる家具引出の部分断面図である。
【図９】本発明の家具引出のさらに別の実施例を示し、９ａは押込んだ家具引出の縦断面
図、９ｂはその平面図、９ｃは引出した家具引出の水平平面図である。
【符号の説明】
１・・・家具本体
２・・・引出し
２ａ、４ａ、６・・・引出し壁
３・・・バッテリー
７・・・太陽電池
１２ａ、１２ｂ、１２ａ′、１２ｂ′・・・蓄電体に電気的エネルギーを伝送するための
装置
５、１９、２４・・・バッ電気的消費体
２０・・・保持具
３２・・・コンデンサ
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